
応募方法

　がん検診や健康診査、健康づくり関連事業などの対象事業に参加したり、
個人の取り組みでポイントを獲得し、獲得したポイントに応じて参加賞を
もらったり、豪華商品が当たる抽選に応募できる企画です。

　がん検診や健康診査、健康づくり関連事業などの対象事業に参加したり、
個人の取り組みでポイントを獲得し、獲得したポイントに応じて参加賞を
もらったり、豪華商品が当たる抽選に応募できる企画です。

　平川市では市民の皆さまの健康づくりを応援するために、「ひらかわ健
康ポイント事業」を実施しています。対象事業に参加して、健康づくりを
始めましょう。

　平川市では市民の皆さまの健康づくりを応援するために、「ひらかわ健
康ポイント事業」を実施しています。対象事業に参加して、健康づくりを
始めましょう。

１．ポイントカード ( チラシの中 ) を準備する。
２．Aがん検診や B健康診査の受診や C健康づくり関連事業に
　　参加したり、D個人の取り組みでポイントを獲得する。
３．ポイント数や住所氏名など必要事項を記入して応募する。
４．参加賞をもらう。

健康推進課健康増進係 ( 健康センター内 )、尾上総合支所市民生活課、碇ヶ関総合支所市民生活課、葛川支所

ひらかわ健康ポイントとは

参加してみよう♪

参加賞対象事業

A、B、C、Dの中から２ポイントで
参加賞がもらえます。

A、B、C、Dの中から３ポイントで
抽選に応募ができます。

獲得ポイント 抽選資格

５ポイント以上
４ポイント以上
３ポイント以上

５ポイント以上コース
４ポイント以上コース
３ポイント以上コース

検診については「平川市健康カレ
ンダー」の 9～ 14 ページまたは
市ホームページをご覧ください。

＜問合せ＞　健康推進課健康増進係（健康センター内）　☎44-1111（内線 1141・1145・1146）　

＜応募窓口・参加商品交換所・チラシ設置場所＞

応募および参加商品交換期間

平成 29年６月１日㈭～
　　　平成 30年２月 20日㈫

当選通知　平成 30年３月初旬予定

上位で当選の場合、下位の抽選資格がなくなります。
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I

Let’ s Challenge!

５ポイントコース／２万円相当 (５名様 )　４ポイントコース／１万円相当 (10名様 )　３ポイントコース／5,000円相当 (各 15名様 )

５ポイント以上コース 4ポイント以上コース 3ポイント以上コース

A.がん検診
B.健康診査

C.健康づくり関連事業
D. 個人の取り組み

マッサージシート (２万円相当 ) IH対応ニューセラム鍋 (１万円相当 )
地場産品
(５千円相当 )

加湿・除湿機
(５千円相当 )

抽
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で
貰
え
る
！

ポ
イ
ン
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を

た
め
て どちらが当たるかはお楽しみ♪

ひらかわ健康ポイント

獲得ポイントが
多ければ多いほど
抽選回数が
増えます。

※参加賞、抽選への応募はどちらも
　Aと Bのいずれか必須です。

※写真はイメージです。

　県内在住の高齢者に対して、県の防災担当職員を名乗る者から「一人暮らしの高齢
者向けに防災ヘルメットを配布している」との内容の電話をかけてくる事例が発生し
ています。
　県および市では、高齢者に限らず県民の皆さまに防災ヘルメットなどの防災グッズ
を配布する事業は行っておりませんので、ご注意ください。
　なお、不審な点があるときは、県防災危機管理課または市総務課消防防災係までお
問い合わせください。

問合せ：青森県防災危機管理課　☎017-734-9088・017-734-9181
総務課　消防防災係　　☎44-1111（内線 1354）

平川消防署からのおしらせ

目が覚めたら部屋は炎と煙に包まれていた・・・
あなたは何を思いますか？
　住宅用火災警報器設置が義務化されてから 10 年になろうとしていますが、平川市の設置率は決して
高くありません。
　自分と家族の命を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

□住宅用火災警報器とは？
　住宅火災による死者の多くは「逃げ遅れ」によって命を失っています。
　火事が起きたことに気づかず煙によって視界と呼吸を妨げられ命を落
とす・・・。このような状況を防ぐために全ての住宅に設置が義務付け
られているのが「住宅用火災警報器」です。

□本当に効果があるの？
　アメリカでは日本に先駆けて 1970 年代後半から住宅用火災警報器の
設置を義務化していますが、現在は設置率が 95％以上となり、火災によ
る死者は半分近く減っています。また、日本でも住宅用火災警報器の設
置により死者は３分の２まで減少するという統計が出ています。
　このように住宅用火災警報器は住宅火災による死者を減らす大きな効
果を持っています。

□メンテナンスは必要？
　電池式のものは電池または機器交換が必要になります。電池の寿命は
メーカーにより異なりますが 10 年程度です。定期的に作動確認を行い、
作動しない場合は電池または機器の交換を行ってください。

住宅用火災警報器で助かる命があります。
　自分と家族の大切な命を守るために住宅用火災警報器は必ず設置し、
平川市の設置率 100％を目指しましょう。

問合せ：平川消防署　☎44-3122
　　　　碇ヶ関分署　☎45-2240

　平成 28 年の統計では日本全国の
設置率は 81％にとどまっており、
青森県は 73％と全国平均を下回っ
ています（全国 42位）。
　また、平川市の設置率は県平均
を更に下回る 50％と、とても低い
水準です。

防災グッズ配布の不審電話に
ご 注 意 く だ さ い！！！!

!WARNING!
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